
今後のスケジュールについて  
 

  

            主催者は、春日井市又は指定管理者 

 

 

 

 

定義 次のいずれかに該当する事業 

①市制 80 周年を記念して特別に実施する事業 

       ②市内外へのＰＲ性が高い事業 

 

 

 

定義 本市を代表する事業で、広く市民が参加できる 

（対象である）事業 

 

              主催者は、企業等 

              市から企業等へ費用負担無し 

定義 次のいずれかに該当する事業 

①本市の魅力を市内外にＰＲする事業 

②市民に対して、「春日井市で良かった」という愛着や誇り 

   を与える事業 

  ③地域経済の発展に寄与する事業 

 

              主催者は、市民団体 

 

定義 次のいずれかに該当する事業 

 実施団体と参加する市民がともに 

①楽しさや喜びを感じられるもの 

②春日井市への愛着や誇りを醸成することができるもの 

③学びや見識を深めるもの 

 

 

 

 

 決定内容 ⑴記念事業ロゴマーク １点（図書カード１万円） 

      ⑵小中学生優秀作品 各区分計３点（１位、２位、３位） 

       ①小学生低学年 ３点      

       ②小学生高学年 ３点  表彰状 

       ③中学生 ３点      

１１月 

（21 日） 

12 月 令和５年１月 ２月 
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定 

商標確認 

１ 市主催事業 

⑴ 特別事業 

⑵ 冠事業 

２ 企業コラボ事業 

３ 市民団体企画事業 

ロゴマーク 

第３回 

実行委員会 

事業の追加・最終調整 

市
民
団
体

結
果
通
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・実施会場予約の調整 

・パンフレット掲載情報の調整 

市民団体による事業計画、事業収支の精査 
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印刷製本 
配布・周知 

・広報かすがい 

4/1 号 

・各公共施設等へ 

の設置 

・市ホームページ 

・ＳＮＳ（インスタグラ

ム） 
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データ化 
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データ提供ルール制定 

【各受賞者の表彰時期、方法】 

・記念事業ロゴマーク 受賞者と調整 

・小中学校優秀作品 学校側と調整 


